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⚫上掲の措置を講じるまでに一定期間を要する場合、暫定的な対応として、自宅待機命令による自宅待機等により対象業務に従事させないことが必要。(p228）

犯罪事実確認の結果、防止措置を講じる場合の雇用管理上の措置

犯罪事実確認の結果
犯歴あり

「おそれ」があるとの
判断の下、防止措置

配置転換（ｐ223・227）

（職種限定合意が
ある場合本人同意が必要）

業務範囲や
従事場所の見直し

（ｐ226・227）

出向 (p223・224)

（就業規則等の規定
が必要）

対象業務以外の業務に
従事させることを検討

十分に検討したが
他の選択肢無し

普通解雇(ｐ226~228)
（※）

⚫ 配置転換等の措置を講じることを十分に検
討したが、解雇以外の選択肢が取り得ない
という事情があったと認められる場合に、
当該事情は普通解雇の有効性の判断に当
たって重要な要素として考慮されうる。

⚫ 最終的には司法の場において、個別の事案
毎に具体的な事実関係に基づいて客観的合
理性・社会的相当性の観点から判断。

＜対象業務以外を行う職種がある場合＞

＜業務の一部変更でこどもと接さない
ようできる場合＞

（※）従事者が有効性を争う場合、
最終的には司法判断

＜別の事業者に従事させられる場合＞

転籍（ｐ224）

（本人の個別同意が
必要）

防止措置（対象業務に従事させない）

懲戒解雇
(ｐ225・226)

(※)事前に次の対応が必要。

⚫採用選考過程で特定性犯罪前科の
有無を確認。

⚫就業規則に懲戒事由や試用期間の
解約事由として「重要な経歴の詐
称」を定めた上で周知。内定通知
書や誓約書に内定取消事由を記載
した上で交付。

従事者の属性に応じた措置

内定取消
(ｐ219・220)

試用期間中
解雇

(ｐ221・222)

経歴詐称の
場合(※)

経歴詐称に
ならない場合

出所：GL図表72（229頁）

2.特定性犯罪前科があった場合（おそれ①）
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日本版DBSの事前準備
実 施 済

日本版DBS 施行
（R8.12.25）

○氏
内定→入職

犯罪事実確認
○氏：前科有り

○氏「特定性犯罪事実
該当者ではありません」

○氏 懲戒解雇
（経歴詐称）

日本版DBSの事前準備
未 実 施

○氏「・・・(何も言わず)」

○氏
内定→入職

犯罪事実確認
○氏：前科有り

○氏 配置転換 等

経歴詐称を理由とする
懲戒解雇等はできない。

認定

［施行時・認定時現職者が特定性犯罪事実該当者であった場合］

認定

認定時現職者
（認定事業者等）

施行時現職者
（学校設置者等）

日本版DBS 施行
（R8.12.25）

認定時現職者
（認定事業者等）

施行時現職者
（学校設置者等）

＊日本版DBSの事前準備
• 就業規則の懲戒事由に「重要な経歴の詐称」を規定
• 採用募集要項の採用条件に、特定性犯罪前科がないこと等を明示
• 誓約書等を通して、特定性犯罪前科の有無等を書面等で確認
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日本版DBSの事前準備
実 施 済

○氏
内定

犯罪事実確認
○氏：前科有り

○氏「特定性犯罪事実
該当者ではありません」

○氏 内定取消し
（経歴詐称）

日本版DBSの事前準備
未 実 施

○氏「・・・(何も言わず)」
経歴詐称を理由とする
内定取消しは直ちには
できない。

［新規採用者が特定性犯罪事実該当者であった場合］

入職予定日

○氏
内定

犯罪事実確認
○氏：前科有り

○氏 入職
（対象業務以外に配置）

＊日本版DBSの事前準備
• 就業規則の懲戒事由に「重要な経歴の詐称」を規定
• 採用募集要項の採用条件に、特定性犯罪前科がないこと等を明示
• 誓約書等を通して、特定性犯罪前科の有無等を書面等で確認

✽日本版DBS施行後/認定後を想定


